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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第３区分
【発行日】平成30年7月19日(2018.7.19)

【公表番号】特表2017-529424(P2017-529424A)
【公表日】平成29年10月5日(2017.10.5)
【年通号数】公開・登録公報2017-038
【出願番号】特願2017-508001(P2017-508001)
【国際特許分類】
   Ｃ０８Ｇ  63/78     (2006.01)
   Ｃ０８Ｇ  63/183    (2006.01)
   Ｃ０８Ｇ  63/85     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｃ０８Ｇ   63/78     　　　　
   Ｃ０８Ｇ   63/183    　　　　
   Ｃ０８Ｇ   63/85     　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成30年6月7日(2018.6.7)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ポリブチレンテレフタレート（ＰＢＴ）のオリゴマーを製造する方法において、
　１，４－ブタンジオール（ＢＤＯ）、テレフタル酸および触媒を混ぜ合わせて、混合物
を形成する工程、
　前記混合物を１６０℃～１８０℃の温度に加熱する工程、
　前記混合物の温度を１６０℃～１８０℃から、２２０℃～２６５℃に上昇させる工程、
　目視検査に基づいて透明点に達するまで、前記温度を２２０℃～２６０℃に維持する工
程、および
　得られたＰＢＴオリゴマーにおいて所望の固有粘度（ＩＶ）およびカルボキシル末端基
濃度（ＣＥＧ）を達成するのに十分な時間に亘り、２２０℃～２６５℃で、圧力を５０～
７６０ｍｍＨｇ（約６．６５～１０１ｋＰａ）に調節する工程、
を有してなる方法。
【請求項２】
　前記テレフタル酸が精製テレフタル酸（ＰＴＡ）である、請求項１記載の方法。
【請求項３】
　前記触媒がチタン酸テトライソプロピル（ＴＰＴ）である、請求項２記載の方法。
【請求項４】
　ＴＰＴの存在下で、ＢＤＯとＰＴＡが６：１～２：１のモル比で混ぜ合わされる、請求
項３記載の方法。
【請求項５】
　ＴＰＴの存在下で、ＢＤＯとＰＴＡが、４．２５：１～２．９５：１のモル比で混ぜ合
わされる、請求項４記載の方法。
【請求項６】
　０．１１～０．２０ｄｌ／ｇのＩＶおよび７０ミリモル／ｋｇと２５０ミリモル／ｋｇ
の間のＣＥＧを達成するために、３：１のＢＤＯ対ＰＴＡ比が用いられる、請求項３記載



(2) JP 2017-529424 A5 2018.7.19

の方法。
【請求項７】
　０．２５～０．４３ｄｌ／ｇのＩＶおよび２０ミリモル／ｋｇ未満のＣＥＧを達成する
ために、３：１～４：１のＢＤＯ対ＰＴＡ比が用いられる、請求項３記載の方法。
 
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００１】
　望ましい固有粘度およびカルボキシル末端基濃度を有するポリブチレンテレフタレート
（ＰＢＴ）のオリゴマーを製造する方法が開示されている。このＰＢＴオリゴマーは、ポ
リブチレンテレフタレート（ＰＢＴ）樹脂を製造する連続法に使用される。
 
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１１８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１１８】
　連続法において、０．１０ｄｌ／ｇと０．２０ｄｌ／ｇの間の固有粘度（ＩＶ）および
８０ミリモル／ｋｇと２２０ミリモル／ｋｇの間のカルボキシル末端基濃度（ＣＥＧ）を
有する固体ＰＢＴオリゴマーを、２２０℃と２５０℃の間の温度および１０００ミリバー
ル（１００ｋＰａ）の圧力で加熱することより、溶融物に転化した。流量は５０ｋｇ／ｈ
ｒと１１１ｋｇ／ｈｒの間の範囲にあり、工程体積は、約１５Ｌと６２Ｌの間で変動する
。この溶融槽内の滞留時間は、大流量での０．６１８時間と、低流量での１．３６時間と
の間である。
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